
 

 

個人住民税の徴収強化！！ 

～「徴収支援チーム」の取組について～ 

 

              

個人住民税は、県民の皆様から納付いただいている地域の行政サービ

スを支える貴重な自主財源です。 

平成１９年度から実施された国から地方への税源移譲により、個人住

民税は大幅に増加され、併せて滞納額も増加している状況です。 

そこで、県では個人住民税の徴収確保を図るため、市町村と一丸とな

って様々な徴収対策に取り組んでいます。 

この対策の一環として、県と市町村の職員の相互併任による「徴収支

援チーム」を各地域県民局県税部に設置し、市町村の滞納整理技術向上

と個人住民税ほか市町村税の滞納整理を促進しています。 

平成２１年度は、２０市町村において、市町村の職員２１名と各地域

県民局県税部の職員６名が従事し、それぞれチームを組んでいます。 

 

 

 (イメージ図 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎徴収支援チームの参加市町村  

 

  平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、平川市、藤崎町、五戸町、 

田子町、南部町、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、野辺地町、

六戸町、東北町、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村 

 

○個人住民税は、納期限までに納めましょう。 

○納期内に納めることができないやむを得ない事情がある場合は、お

早めに各市町村の納税担当課に御相談ください。 
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